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佐藤卓也議長 おはようございます。皆様ご多忙のところ、大変お疲れ様でございます。た

だ今の出席議員は、１８名。全員出席であります。定足数に達しておりますので、

これより令和７年組合議会１０月定例会を開会いたします。議事に入ります前に、

先ほどの報告にありました、最上町の臨時議会におきまして、新たに最上広域組合

議員に選出された佐藤正市議員から、自席にて自己紹介をお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 異議がないようですので、自己紹介をお願いいたします。佐藤正市議員。 

佐藤正市議員 おはようございます。この度、最上町町議会において広域の議員に選出され

ました、佐藤正市です。地域の貢献のために尽力してまいりますので、皆さんご指

導ご鞭撻よろしくお願いします。 

佐藤卓也議長 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。まずここで、

ご報告をいたします。議会運営委員会委員の選任でございますが、９月１日に、最

上町議会より佐藤正市議員の選任の通知がありましたので、閉会中につき、本職は、

議会運営委員会条例第４条第１項ただし書の規定により、佐藤正市議員を新委員

に指名いたしました。同条第２項の規定により議会に報告いたします。以上、よろ

しくお願いいたします。本日の会議は、お手元に配付してあります議事日程により

進めます。 

日程第１、議席の指定を行います。議席は、会議規則第４条の規定により、本職

において指定いたします。新しく組合議員になられた佐藤正市議員の議席を１３

番に指定いたします。 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８

８条の規定により、本職において、５番井上学議員。１４番柿﨑英矢議員の両名を

指名いたします。 

日程第３、会期の決定を議題といたします。議会運営委員長の報告を求めます。

議会運営委員長寒河江宏一議員。 

寒河江宏一議会運営委員長 皆さん、おはようございます。それでは議会運営委員会におけ

る協議の経過と結果について、報告いたします。去る、１０月７日午前１０時から、

総合開発センター地域概況紹介室におきまして、議会運営委員８名出席のもと、執

行部から事務局長及び関係課長等の出席を求め、議会運営委員会を開催し、本日招

集されました１０月定例会の運営について協議をしたところでございます。初め

に、執行部から招集日を含め、提出案件等について説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましては、お手元に配付しております、令和７年組合議会１０月定例会

議事日程のとおり、本日１０月１４日、１日限りといたしました。なお、日程につ

きましては、配付の議事日程のとおりでございますので、よろしくお願いいたしま

す。定例会でありますので、一般質問をお受けしたところ、通告者は、鈴木啓太議

員１名でありました。なお、時間は、答弁を含めまして４０分でありますので、ご



協力方よろしくお願いいたします。この度提出されます案件は、報告２件、議案３

件の合計５件であります。案件の取扱いにつきましては、提案説明をいただき、本

会議において審議をお願いいたします。以上、よろしくお取り計らいをいただきま

して、議会運営委員会における協議の経過と結果の報告を終わります。よろしくお

願いいたします。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただ今、議会運営委員長から報告の

ありましたとおり、本日１０月１４日、１日にしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は、１０月１４日、本日１日と決しま

した。 

日程第４、理事長の行政報告をお願いいたします。山科理事長。 

山科朝則理事長 おはようございます。本組合の１０月定例会にあたりまして、４点につき

まして、ご報告をいたします。 

１点目は特別職の設置に向けまして、各市町村の９月定例会に組合規約の議決

をお願いしていた件でありますが、ご承知のとおり、構成８市町村のうち７町村議

会からはご賛同をいただけたものの、新庄市議会においては、残念ながら否決され

ました。規約を変更するには全ての議会の議決が必要であることから、今般の特別

職の設置につきましては成案に至りませんでした。しかしながら、これまでも説明

してまいりましたとおり、現在の事務局長は臨時的任用職員であり、任期が法律で

最長１年と規定されていることから、早急に来年度の人材確保に向けた対策が必

要であることには変りはなく、なおかつ時間的制約もあります。広域事務組合の安

定的な組織体制の構築に向けて、限られた任用方法の中で、どの方法を選択するか

などについて、理事会で早急に協議しながら進めてまいります。 

２点目は、姉妹協定を締結している沖縄中部広域市町村圏事務組合との交流に

ついてでありますが、今年度の少年少女沖縄派遣交流事業につきましては、９月９

日から１２日までの日程で、滞在期間中は天候にも恵まれ、最上広域の児童４０人

が沖縄中部広域を訪れ、沖縄の児童との交流を深め、沖縄の風土や歴史・文化を学

んでまいりました。１０月１１日から１３日の３日間は、沖縄中部広域から花城理

事長、瑞慶山議長など４名の皆様が、理事長就任のあいさつと、もがみ大産業まつ

りなどの視察のため来域されました。今後も沖縄中部広域との連携を図りながら、

更なる交流事業を進めてまいりたいと考えております。 

３点目は１０月１０日と１１日に開催されました、緊急消防援助隊の北海道・東

北ブロック合同訓練についてであります。緊急消防援助隊は、全国の消防機関相互

による援助体制の構築をするため、平成７年に創設されたもので、本組合も近年で

は、令和元年１０月に発生しました宮城県丸森町における土砂災害や、今年２月の、

岩手県大船渡市の林野火災の際に出動しております。合同訓練では全国を６つに



分け、区域ごとに毎年行われており、県内での開催は８年ぶりとなります。今回は

新庄盆地を震源とする内陸直下型地震を想定した訓練が行われました。広域議員

の皆様からも、本組合消防本部が担当した訓練をご参観いただき、誠にありがとう

ございます。 

最後に、消防庁舎建設事業についてでありますが、お手元に配付いたしました工

事新聞をご覧ください。工事につきましては計画どおり順調に進捗しておりまし

て、１０月の主な工事と致しましては、庁舎棟の１階から順次、内装仕上げを行う

ほか、外構工事としてヘリポート工事などを行っております。皆様の現地視察につ

きましては、これまで１０月中旬を予定しておりましたが、足場撤去の後の方が、

より全体的な外観を見ていただけるようになることなどから、１１月にご案内さ

せていただきます。工事中の視察は最後の機会となりますので、宜しくお願いいた

します。以上、１０月定例会にあたり報告とさせていただきます。 

佐藤卓也議長 日程第５、一般質問であります。これより一般質問を行います。本定例会の

一般質問通告者は１名であります。質問内容は、配布してあります一般質問通告表

のとおりで、質問時間は、答弁を含めて４０分以内といたします。それでは、１８

番鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 おはようございます。まずは質問に先立ちまして、先程理事長の行政報告か

らありましたが、１０月１０日、１１日に実施されました緊急消防援助隊北海道東

北ブロック合同訓練につきましては、訓練当日はもちろんのこと、それに至るまで

の準備や打合せの数々、本当にお疲れ様でした。大変素晴らしい訓練を拝見させて

いただきました。今後とも、新庄・最上地域の住民の安全・安心の要としてよろし

くお願いいたします。それでは、通告書に基づき一般質問をさせていただきます。 

１点目は、アナフィラキシーショック対応に関する実証事業について。アナフィ

ラキシーショックへの対応強化として、山形市消防本部と最上広域市町村圏事務

組合消防本部が、救急救命士によるエピペンの使用に関する実証事業が開始され

たことが報じられております。この実証事業の具体的な内容についてお伺いいた

します。また、実証事業の今後の進め方や方向性についてもお聞かせください。 

２点目です。パワハラ問題について。最上広域消防で発生したパワーハラスメン

トについては、第三者調査委員会の答申書において「不適切な業務の執行」「パワ

ーハラスメント」「管理監督不適正」に該当するとされ、懲戒処分が行われました。

再発防止策の一環として相談窓口も設置されていますが、職員に対して活用方法

の周知はどのように行われているのかお伺いいたします。また、相談があった場合、

ハラスメント対応の流れについてはどのようになるのかお伺いいたします。以上

２点につきまして、よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 山科理事長。 

山科朝則理事長 それでは、鈴木議員のご質問にお答えします。はじめに、アナフィラキシ

ーショック対応に関する実証事業についてでありますが、本実証事業は、厚生労働



省の事業で、アレルギー症状やアナフィラキシーショックへの対応能力を向上さ

せるための実証事業となります。アナフィラキシーが疑われる傷病者のいる現場

に救急救命士が到着した場合、現在の法令では、事前に医師によりアナフィラキシ

ーと診断されていてエピペン（アドレナリン自己注射薬）を処方され、所持してい

る場合に限って救急救命士がそのエピペンを投与することができました。しかし

医師からの処方がない、また所持していない場合には投与することができません。

このためアドレナリンが必要なのに投与できないまま傷病者を医療機関まで時間

をかけて搬送している間に、症状がさらに悪化する可能性があります。そこで医師

によるアナフィラキシーの診断とエピペンの処方がなくても救急現場において救

急救命士がアナフィラキシーかどうかを判断し、医師に連絡を取って指示を得た

うえでアドレナリン投与ができれば、そうした症状の悪化を防ぐことができるか

もしれないとの考えからアナフィラキシーに対するアドレナリンの投与を可能と

する実証事業を行うこととなりました。今後の進め方の方向性については、実証事

業における効果や安全性の検証をし、検証の結果に問題がなければ、全国で同様の

処置が行われるようになる制度の変更も検討されることとなります。当消防本部

におきましては、令和７年１月に厚生労働省に申請し、救急救命士３３名が事業に

伴うアドレナリン投与の事前研修を終了しております。実証事業の期間は令和７

年１０月２０日から令和８年３月までの予定で行います。 

     次に、２点目のパワハラ問題でありますが、令和７年５月に消防職員の懲戒処分

を行って以降、様々な再発防止に取り組んでまいりました。６月にハラスメント再

発防止対策及び相談対応フローを策定し、これをトップメッセージとして消防長

による周知徹底の文書通知を行いました。また、消防庁監修テキストを用いた各所

属ごとのハラスメント防止研修や、事務局職員を含めた全職員を対象とした外部

講師を招いたハラスメント研修を実施しながら、職員の意識醸成を図っておりま

す。相談窓口活用方法の周知に関しましては、文書による通知のほか、庁舎内の見

やすい場所にポスターを掲示し、また各所属長へ周知徹底の指示をしております。

相談があった場合の対応については、従来の職員による相談窓口を拡充したほか、

職員以外の有識者からも相談窓口に加わっていただき、また県の人事委員会や消

防庁相談窓口などの行政機関についても周知を行い、相談しやすい環境を整えて

いるところであります。相談があった場合には、関係者の名誉、人権等に配慮しな

がら相談窓口で聞き取りを行ったうえで、理事会に報告を受け、理事会ではこれら

の内容を踏まえ、苦情処理委員会や相談窓口に対して必要な指示を行うこととい

たしました。今後も定期的に研修を実施し、職員一人一人の意識を高めながら、良

好な職場環境を構築できるよう努めてまいります。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 ２点につきまして、ご回答、ご答弁いただきありがとうございます。１点目

のアナフィラキシーショック対応に関する実証事業については、この実証事業に



よって全国に広がる可能性があるということで、非常に期待値の高い事業だと思

いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。２点目のパワハラ問題に

ついてですが、職員への周知については、文書やポスター、あるいは所属長への指

示を徹底する、そして相談窓口を拡充し、その窓口から理事会へ報告し指示がされ

るというふうなフロー対応だということを確認いたしました。まずは相談しやす

い環境づくりに取り組んでいただけているようで安心しておりますが、ちょっと

その上でお伺いいたします。この拡充された相談窓口が設置されて以降、６月以降

になるんですかね、６月以降になると思いますが、実際にこの相談が寄せられたこ

とがあったのかどうか、その実績の有無についてお伺いいたします。加えて、もし

あった場合はその件数などをお知らせいただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

佐藤卓也議長 結城消防次長。 

結城修悦消防次長 お答えいたします。現在６月以降ですね、相談については、１件ござい

ました。現在聞き取りを行っている状態であります。内容については、プライバシ

ーの関係からここでは公表は控えさせていただきます。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 設置以降の相談件数の件につきましては、まずは１件あったということで、

実績があったということでした。懲戒処分があり、再発防止や働きやすい環境づく

りに取り組まれている中でのことであり、大変残念だなというふうに感じており

ます。ハラスメントと思われるような事案、確定はしていないんですが、こういっ

たハラスメントの発生というのはあってはならないものでありまして、二度と起

きないようにするという強い姿勢が求められるのかなと思っております。現在そ

ういったハラスメントと思われるような行為が発生しているという状況から、こ

の対策にも、まだまだ足りていない部分もあったのではないかなと考えます。そこ

でお伺いいたしますが、現在そういうふうな問い合わせがあった現状を踏まえて、

再発防止や意識改革などに向けてどのような改善を図っているかお伺いいたしま

す。 

佐藤卓也議長 結城消防次長。 

結城修悦消防次長 お答えします。今回の相談の対応については、今現在進行中でありまし

て、それを受けて、現在行っている聞き取りの結果を受けて、それに対しての対処

を考えていきたいと考えております。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 まずは聞き取り調査中ということで、それを踏まえて対応するということ

でしたが、そちらについては事実関係の確認などを進めていただきまして、適切に

対処していただければなと思いますが、その個別の案件だけではなくて全体的に

職員や、その組織全体としてはどのように改善というか、そういったものを考えて

いるのかも、現段階でお考えのものがあればお伺いいたします。 



佐藤卓也議長 結城消防次長。 

結城修悦消防次長 お答えします。現段階では、先日８月にハラスメント研修終わったばか

りでありまして、その感想なども今集約してるところでございます。その内容に併

せて、職員からも色々反応があったものですから、それに併せて今後強化していか

なければならない点などを模索していってまいりたいと思っております。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 まずは今年度からそういった改善を進めているということでしたので、時

間的に短いので、これからまだまだ改善する、アップデートするような段階なのか

なと思います。是非、職員の皆さんの感想なども踏まえて対応していただければと

思います。先程の１件あったという相談内容について、プライバシーの観点でそう

いった具体的な内容は控えさせていただくということでしたが、それはもちろん

なんですが、ちなみにお伺いしたいんですが、今回のその相談事案については、複

数相談窓口を用意して拡充されたということでしたが、所属長などで構成される

相談員、総務課などで構成される苦情相談窓口、監査委員など外部機関による外部

窓口、それぞれありますが、今回はどのルートというか、どの窓口に問い合わせが

あったのかお聞かせいただければと思います。 

佐藤卓也議長 結城消防次長。 

結城修悦消防次長 お答えいたします。今回については、全ての窓口に一斉に相談がありま

した。現在対応しているのは、消防本部の総務課の窓口となります。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 全ての窓口に問い合わせがあったということでしたが、ここで確認の意味

も込めてお伺いしますが、外部機関に相談があった場合です。例えば、監査委員と

かそういった外部の機関に相談があった場合ですが、以前、我々広域議会の議員に

お配りいただいた対応フローによりますと、外部窓口に相談があって、その内容を

苦情相談窓口の方に、消防本部総務課、事務局総務課で構成される相談窓口の方に

連絡がいって、その後にその苦情相談窓口で処理されるというふうなフロー図か

と思いますが、これはそのとおりでよろしいか確認お願いします。 

佐藤卓也議長 結城消防次長。 

結城修悦消防次長 お答えいたします。そのとおりでございます。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 ありがとうございます。そうすると、今回全ての窓口に相談があったという

ことでしたが、いずれの場合でも、この外部機関に相談があったとしても苦情相談

窓口に全部情報が集約されて、そこで把握して理事会に必要に応じて報告すると

いうふうな流れになっているんだと思います。この仕組みだと結局このどのルー

トで相談したとしても、内部のことを内部に報告するという構造になっておりま

して、実際に声を上げる方からすれば、自分が相談した内容が知られてしまうんじ

ゃないかという不安を払拭させにくい状況になってるのではないかと考えます。



そうした不安を解消させるためにも、せっかく外部の窓口を設置していただいて

いるので、この外部窓口への相談は直接理事会とか報告できるような仕組みにす

るとか、苦情相談窓口に連絡したあとにどのような対応をしてくれたのかとか、フ

ォローアップできるような体制が必要だと思いますが、こういった対応フローの

改善ということについてはどのようにお考えでしょうか。 

佐藤卓也議長 結城消防次長。 

結城修悦消防次長 お答えいたします。現在ご指摘いただいたような、各窓口から全て苦情

相談窓口の方に連絡がくることによって、なかなかそのプライバシーであったり、

色々なことが知られてしまう恐れがあると言われておりましたけれども、我々の

方といたしましても、そういった、今回初めてその窓口を利用した通告といいます

か相談があった訳ですので、それを受けて、もしそれが不具合があるということで

あれば改善をしていくことも必要かと考えてはおります。 

佐藤卓也議長 佐藤事務局長。 

佐藤和弥事務局長 消防だけの話ではないので私の方からもお答えいたしますけれども、

まず今相談窓口に寄せられている、各セクションの方に寄せられている、それから

県の人事委員会、それと国の消防庁の方にもメールをしたというふうに報告を受

けております。全部に報告しないといけないというふうに誤解されていたようで、

そういった事情で全部に送ったと。案件につきましては、ハラスメントと結構微妙

な案件なんですよ。食事を作っている際に油が跳ねてしまったと。それを巡っての

お互いの言い分があるという内容であります。ですので、精神的にいじめがあった

とか、そういった内容ではございませんので。それを見聞きしていた、同じフロア

にいた職員も数名いるんですけど、その聞き取りを今、行っていると、そういう具

体的な内容であります。それとフローにつきまして、今いただきましたけれども、

あくまでもこれはフロー図ですので、その矢印どおり全てが動くということでは

ございません。お互いに外部の委員とも有識者とも連携をしながら事案を把握を

して、隠蔽なんかすることのない内部の調査だけで済ませるというようなことの

ないようにですね、これまでの反省を踏まえて、必要に応じてという表現にはなっ

ていますけれども、場合によっては、今回もそうなのかもしれません、まだはっき

りとは申し上げられませんけども、理事会に報告する案件、相談する、色々こう表

現はある訳です。なので、全てを重大化して考えてしまうことのないようにですね、

必要に応じてという言葉を入れただけでありまして、基本的にはそういう案件に

つきまして、そういうというのは具体的にハラスメント行為が疑われるような案

件につきましては、疑いの段階から全て理事会に報告をして、具体的な指示をいた

だくと、そのような進め方を考えているところであります。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 現在調査中である案件の内容について、今お答えいただきましたが、こちら

はそういった内容によって特定されるという心配はないでしょうか。その点が１



点懸念されます。２点目です、フロー対応のとおりにいかない場合がある、もちろ

んそうなのかもしれないんですが、そのように前提で申し上げてしまうと、そのフ

ロー図を頼りに相談される職員の方は、なお一層不安になるんじゃないかなと感

じますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。 

佐藤卓也議長 佐藤事務局長。 

佐藤和弥事務局長 １点目、特定されると仰ったんですか。 

鈴木啓太議員 特定されるんじゃないですかと。 

佐藤和弥事務局長 あまりにもアバウトに話をすると、ちょっと議論的にパワハラを前提

とした内容になりつつありましたので、あえて事案について申し上げたところで

あります。職員には、このフロー図と、もう１枚ペーパーを配っております。それ

には詳細に記載をしておりまして、具体的には、なんといっても情報ですね。個人

の情報を守る、そういったことを記載しながら周知をしているところであります。

フォーマットなんかも作っておりまして、これは国のフロー図を使っているんで

すけども、そのような配慮もしております。匿名の相談なんかも大丈夫です。具体

的には、一言でいうとちゃんと守秘義務は守ると、そのような文言を付けて周知を

しているところであります。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 まずは守秘義務を守るというのは当然だと思うので、こちらの方は徹底し

ていただくことと、先程申し上げられました具体的な案件につきましては、まずは

そちらの方々のプライバシーが守られるようにきちんと情報管理については徹底

していただきたいなと思っております。先程、初めての事案だということで、必要

に応じて、そのフロー対応について改善を検討するというふうなこともありまし

たので、本当に設置したばかりで手探り状態の中だと思いますが、そちらについて

も併せてよろしくお願いいたします。消防の業務の性質上、緊急時の対応や、指導

や訓練のあり方など、判断が難しい部分も多々あると思いますが、もし仮にそうい

ったハラスメントのようなものがあったとすれば今後適切に対処していただく必

要があると思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとこれに関連してな

んですが、先程ハラスメントと思われる相談があったということでしたが、今年の

８月に消防本部で人事異動があったという話しを耳にしました。年度途中の異動

というのはあまり聞かないというか、稀なケースなのかなと思いますし、先程その

相談があったという点を踏まえますと状況的には何か関係があるんじゃないかな

と思ってしまいます。想像してしまいました。伺いたいのが、８月に消防本部で人

事異動があったというのは事実だったのかと、もしあったとすれば、その異動とい

うのは、その相談に関連するものだったのか、それともまた別の理由だったのか教

えてください。 

佐藤卓也議長 奥山消防長。 

奥山敏明消防長 ただ今の件についてお答えします。人事異動は行っております。年間通し



て人事異動が４月１日のみということだけではなくて、必要に応じて異動は行う

場合がございます。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 その人事の体制なんかの兼ね合いもあって年度途中で異動するということ

もあるものだと思いましたので、その真意を確認させていただきました。今の話を

整理すると、人事異動はあったけれども、そういったこととは関係ないというふう

に理解いたしました。一般的に年度途中の人事異動であっても新聞などで公表さ

れるケースも多いかなと思いますが、そういった報道はちょっと私の記憶にはな

かったかなと思っておりまして、確認させていただきました。また我々広域議会の

方にもそういった異動があったという情報提供がなかったものでしたので、あえ

て知らせなかったんじゃないかなとか、実は知られたくなかったんじゃないかと

いった誤解を与えかねない状況になることを心配してしまいました。そういった

懸念を払拭させるためにも今後はしっかりと情報提供の方をしていただければな

と思いますが、念のため再度確認させていただきます。年度途中の人事異動は相談

とは関係ない、ハラスメント事案とは一切関係がないという理解でよろしいです

よね。 

佐藤卓也議長 奥山消防長。 

奥山敏明消防長 人事異動の内容、理由等については消防本部で行っていることでござい

ますので、詳しい内容についてはお答えを控えさせていただきます。 

佐藤卓也議長 暫時休憩いたします。 

（休憩中） 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。奥山消防長。 

奥山敏明消防長 人事異動の内容につきましては、現場職員において長期入院による人員

不足もありまして、長期出張に伴う人員不足もありまして異動しているというこ

ともございます。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 色々、人事の人員の兼ね合いということでの異動だったということで、そう

いった誤解がないように、誤解を受けかねないと、誤解してしまうと悪いので、是

非そういった情報提供の方についてはしていただければ幸いかと思います。まず

は、最初の方に戻りますが、これまで寄せられた相談事案につきまして、しっかり

と調査、確認していただきまして、併せて相談者のプライバシーをしっかり守って

いただいて、寄り添った対応をしていただきたいなと思います。消防本部の職員の

皆さんはこの地域の安全・安心を守る要となりますので、その職員の皆さん自身が

安心して働ける環境を整えていくことが、延いては地域全体の安全・安心に繋がる

ものだと考えます。今後も職員の皆さんが安心して働ける環境づくりに一層努め

ていただくことをお願い申し上げて、私の発言とさせていただきます。ありがとう

ございました。 



佐藤卓也議長 以上をもちまして、一般質問を終わります。 

日程第６、報告第２号、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 報告第２号、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてご説明申し上げます。昨年、

人事院が行った公務員人事管理に関する報告及び山形県人事委員会が行った職員

の給与等に関する報告及び勧告により、職員の仕事と生活の両立支援の拡充措置

を講ずることが求められたことを踏まえ、報告第３号と合わせ、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、９月２６日に専決処分をしたものであります。主な内容

といたしましては、妊娠、出産を申し出た職員や、３歳に満たない子を養育する職

員に対し、仕事と育児の両立支援制度に関する情報提供を行うとともに、制度の利

用に係る意向確認等を行うこととする規定を新たに追加するものであります。以

上ご審議いただき、ご承認くださいますようお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、報告第２号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。これより討論に入りま

す。ただ今のところ討論の通告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより採決いたします。報告第２号、最上広域市

町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認については、これを承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、報告第２号については、これを承認することに決し

ました。 

日程第７、報告第３号、最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題といたします。提出者

の説明を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 報告第３号、最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例の専決処分の承認につきまして、ご説明いたします。地方公

務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が、令和７年１０月１日に

施行されることに伴い、地方自治法第１７９条第１項の規定により、９月２６日に

専決処分をしたものであります。主な内容といたしましては、未就学児を養育する



職員が取得することのできる部分休業につきまして、取得する形態及び取得可能

な時間を拡充するものであります。以上ご審議いただき、ご承認いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、報告第３号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。これより討論に入りま

す。ただ今のところ討論の通告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより採決いたします。報告第３号、最上広域市

町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認については、これを承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、報告第３号については、これを承認することに決し

ました。 

日程第８、議案第１２号、最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の任命に

ついてを議題といたします。本案については、審議・採決が終了するまで津田浩教

育長の退席を求めます。 

（津田浩教育長、退席） 

佐藤卓也議長 提出者の説明を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 議案第１２号、最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の任命につ

いてご説明いたします。教育委員会は教育長と４名の委員で組織されております

が、教育長の津田浩さんの任期が、令和７年１０月２０日で満了となるため、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、教育委員会教

育長の再任について、議会の同意をお願いするものであります。任期につきまして

は、令和７年１０月２１日からの３年間となります。略歴につきましては、参考資

料に記載してありますので、ご参照いただき、ご同意を賜りますようお願い申し上

げます。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第１２号について質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって質疑を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより採決いたします。議案第１２号、最上広域

市町村圏事務組合教育委員会教育長の任命については、これに同意することに賛

成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第１２号は、これに同意することに決しました。

ここで、津田浩教育長の入室を認めます。 

（津田浩教育長、入場） 

佐藤卓也議長 津田浩教育長にお知らせします。議案第１２号は、全会一致で議決されまし

た。ここで、就任のご挨拶をお願いいたします。津田浩教育長。 

津田浩教育長 ただ今は再任いただきまして、誠にありがとうございます。域内の児童生徒

数が著しく減少している昨今でございます。市町村教育委員会単独で、あるいは学

校単独でできないこともこれから先出てきてしまうのではないかなというふうな

懸念もございます。この広域の教育委員会のあり様もそれに合わせて様々変わっ

ていかなくちゃいけないのではないかなというふうに思いながら、この１年半過

ごしてまいりました。次の任期はそういったところも考えながら全力で当たらせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。ただ今から

１０分間休憩いたします。 

（休憩中） 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。日程第９、議案第１３号、令和６年度最上広

域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第１

４号、令和６年度最上広域市町村圏事務組合最上広域ふるさと市町村圏事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての２件を一括して議題といたします。提出者の

説明を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 議案第１３号、令和６年度最上広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出

決算の認定並びに議案第１４号、令和６年度最上広域市町村圏事務組合最上広域

ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算の認定の２議案につきましては、そ

れぞれの決算の内容につきまして、会計管理者から説明をいたします。監査委員の

審査結果につきましては、お手元に配付しております決算審査意見書に記載のと

おり、適正と認定された内容ですが、いただいたご意見等につきましては、今後と

も十分に留意いたしまして、効率的な行政運営に、なお一層の努力をしてまいる所

存であります。以上ご審議いただき、認定くださいますようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 叶内会計管理者。 

叶内敏彦総務課長 それでは、私の方から議案第１３号、令和６年度最上広域市町村圏事務

組合一般会計歳入歳出決算の認定について、並びに議案第１４号、令和６年度最上

広域市町村圏事務組合最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算の認

定についての２議案についてご説明申し上げます。はじめに、お配りしております



決算書の９ページ、１０ページをご覧ください。令和６年度最上広域市町村圏事務

組合会計別歳入歳出決算総覧をご説明申し上げます。全会計の合計額は一番下の

合計欄に記載のとおり、予算現額４５億５１７万７千円、収入済額４５億４，５４

１万４，１７２円、支出済額４３億９，２４２万１８５円となっております。収入

済額から支出済額を差し引いた全会計の歳入歳出差引残額は１億５，２９９万３，

９８７円で、予算現額に対する収入率は１００．８９％、執行率は９７．５０％と

なります。戻っていただきまして、１ページ、２ページをご覧ください。会計毎の

歳入歳出決算をご説明申し上げます。はじめに、一般会計歳入歳出決算書の歳入で

ございます。１款分担金は、予算現額、調定額、収入済額共に同額の２９億１，６

５２万８千円となり、前年度より５，４４６万７千円の減となっております。２款

使用料及び手数料は、予算現額１億３，１９５万３千円に対し、調定額、収入済額

は１億５，１６８万３，１４０円となっております。前年度と比較し、１，９３３

万６，６１０円の増となっております。増加した主な要因といたしましては、エコ

プラザもがみとリサイクルプラザもがみにおいて災害ごみが搬入されたことに伴

い、衛生手数料が１，８４１万円程増となったためでございます。３款国庫支出金

は、予算現額３，３４８万４千円に対し、調定額、収入済額は２，９９４万６，５

００円となり、前年度と比較し、２，９３９万６，５００円の増となっております。

増加した主な要因といたしましては、豪雨災害に係る災害等廃棄物処理事業費補

助金２２万７千円、廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金２６７万円、消防車両に

係る緊急消防援助隊設備整備費補助金２，６５４万９千円による増となります。４

款財産収入は、予算現額４万円に対し、調定額及び収入済額は８４万６，７９９円

となっております。予算額と収入済額を比較しますと、８０万６，７９９円の増と

なっております。増加した主な要因といたしましては、消防車両１台の売払い収入

７５万円によるものとなります。５款繰入金は、予算現額、調定額、収入済額共に

２億９，５３１万６千円となっております。６款繰越金は、予算現額３億２，７３

２万５千円に対し、調定額、収入済額は３億２，７３２万５，３７８円となり、前

年度より２億４，４５４万８１１円の増となっております。７款諸収入は、予算現

額２，４７０万３千円に対し、調定額、収入済額は、５，０１５万６，４０７円と

なり、予算現額と収入済額を比較しますと２，５４５万３，４０７円の増となって

おります。この収入の主なものといたしましては、搬入町村への還付金となります

資源アルミや資源スチールなどの売却金が９７７万円、広域の収入になります不

燃アルミや不燃スチールなどの売却金が７３４万４千円、ペットボトルの売却と

なる、ペットボトル有償入札拠出金が８４２万９千円程となっております。８款組

合債は、予算現額７億６，２９０万円に対し、調定額及び収入済額共に７億６，０

８０万円となっております。こちらは新消防庁舎建設に伴う新消防庁舎建設事業

と豪雨災害に係る災害復旧事業によるものとなっております。９款寄附金は、予算

現額、調定額、収入済額共に１００万円となっております。こちらは沖縄の中部広



域市町村圏事務組合より豪雨災害に対する復興支援金として御寄附をいただいた

ものになります。１０款県支出金は予算現額、調定額、収入済額共に１００万円と

なっております。こちらは救急車両１台に対する山形県循環器病救急搬送体制整

備事業費補助金になります。以上、一般会計の歳入合計につきましては、予算現額

４４億９，４２４万９千円、調定額４５億３，４６０万２，２２４円、収入済額４

５億３，４６０万２，２２４円となり、不納欠損額及び収入未済額はございません。 

次に、捲っていただきまして、３ページ、４ページをご覧ください。一般会計の

歳出でございます。１款議会費は、予算現額１０１万２千円に対し、支出済額は９

５万４，２６８円で、不用額は５万７，７３２円となっております。２款総務費は、

予算現額４億９，１８４万９，１００円に対し、支出済額は４億７，２０９万３３

９円で、不用額は１，９７５万８，７６１円となっております。不用額の主なもの

は、広域交流センター光熱水費で１，３２３万円程となっております。３款衛生費

は、予算現額１４億４，０４１万１千円に対し、支出済額は１３億８，０８１万９，

９４６円、不用額は５，９５９万１，０５４円となっております。不用額の主なも

のは、エコプラザもがみ、リサイクルプラザもがみ、もがみクリーンセンターの３

施設の光熱水費で３，８３２万円、修繕費で１，３３０万円程となっております。

４款消防費は、予算現額２３億７，８１２万１千円に対し、支出済額は２３億５，

０８８万７，７２８円、翌年度への繰越額が３６７万８千円ありますので、不用額

は２，３５５万５，２７２円となっております。不用額の主なものは、人件費で１，

００２万円、修繕費１８８万円、光熱水費で１２９万円程となっております。５款

教育費は、予算現額４，９１５万円に対し、支出済額は４，６９９万６，６６６円

で、不用額は２１５万３，３３４円となっております。不用額の主なものは燃料費

で３４万円、修繕費で３４万円、光熱水費で２７万円程となっております。６款公

債費は、予算現額１億３，１１１万９千円に対し、支出済額は１億３，０８７万８，

３３３円で、不用額は２４万６６７円となっております。前年度より２，８２２万

２，３７０円の減となりましたが、主な要因といたしましては、平成２５年度借入

分の消防救急デジタル無線整備事業に係る償還が終了したことによります。７款

予備費の予算額は、総務費、総務管理費の除排雪業務委託料へ４１万３，１００円

を充用したため、２５８万６，９００円となります。以上、一般会計の歳出合計に

つきましては、予算現額４４億９，４２４万９千円、支出済額４３億８，２６２万

７，２８０円、翌年度繰越額３６７万８千円、不用額は１億７９４万３，７２０円

となっております。また、表の下に記載しておりますとおり、歳入歳出差引残額に

つきましては１億５，１９７万４，９４４円となります。 

続きまして、捲っていただきまして、５ページ、６ページをご覧ください。最上

広域ふるさと市町村圏事業特別会計の歳入でございます。１款財産収入は、予算現

額３万７千円に対し、調定額、収入済額はふるさと市町村圏基金利子として、３万

９，９４５円となっております。２款繰入金につきましては、予算現額、調定額、



収入済額共に７２０万３千円となり、一般会計からの繰入金となります。３款繰越

金は予算現額１４０万４千円に対し、調定額、収入済額は１４０万４，７３０円と

なっております。４款諸収入は、予算現額２２８万４千円に対し、調定額、収入済

額は２１６万４，２７３円で、沖縄児童交流参加児童の個人負担金１８０万円と、

受入事業負担金の３６万４，２７３円となっております。以上、特別会計の歳入合

計につきましては、予算現額１，０９２万８千円、調定額１，０８１万１，９４８

円、収入済額１，０８１万１，９４８円となり、不納欠損額及び収入未済額はござ

いません。 

次に捲っていただきまして、７ページ、８ページをご覧ください。特別会計の歳

出でございます。本会計の歳出は、１款ふるさと市町村圏事業費のみになります。

予算現額１，０９２万８千円に対し、支出済額は９７９万２，９０５円となり、主

なものといたしましては、少年少女派遣交流事業といたしまして６２６万円程、も

がみ大産業まつり実行委員会負担金として２００万円、沖縄市産業まつりでのも

がみ物産展開催経費として９７万円、この他、外国人誘客施設整備事業利子補給金

８万円程となっております。翌年度繰越額はありませんので、不用額は１１３万５，

０９５円となっております。また、表の下に記載しております歳入歳出差引残額に

つきましては、１０１万９，０４３円となり、令和７年度に繰り越されることとな

ります。決算書につきましては、１１ページから４６ページには各会計の歳入歳出

決算事項別明細書、４７ページ、４８ページには各会計の実質収支に関する調書、

また４９ページ以降には財産に関する調書を記載しておりますのでご覧いただき

たいと思います。以上で令和６年度最上広域市町村圏事務組合一般会計及びふる

さと市町村圏事業特別会計の歳入歳出決算についての説明といたします。ご審議

の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました各決算について、監査委員の監査報告をお願いい

たします。須田監査委員。 

須田泰博監査委員 それでは、お配りしております決算審査意見書によりご報告いたしま

す。一般会計及び特別会計決算審査意見書１ページをお開きいただきたいと存じ

ます。地方自治法の規定に基づき、審査に付されました一般会計及び特別会計の決

算、財産に関する調書及び各基金の運用状況につきまして、斎藤好彦委員共々審査

いたしましたので、その概要と結果についてご報告いたします。審査の方法は令和

７年８月１日付をもって理事長から審査に付されました、令和６年度一般会計歳

入歳出決算及び最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算並びに財

産、基金の運用状況について歳入歳出簿、その他関係帳簿、収入支出証書類を照合

調査するとともに、関連事務の執行状況について、関係職員の説明を聴取し定例監

査の結果を参考とする等の方法により、法令その他の規定に従って処理されてい

るか、予算の執行が適正であるかに主眼をおいて実施いたしました。なお、現金、

預金の残高確認、証書類の検査につきましては、別に法の規定に基づく例月出納検



査において実施しておりますので省略いたしました。 

審査の結果でございます。審査に付されました一般会計及び最上広域ふるさと

市町村圏事業特別会計の決算及び付属書類は、法令等の規定に準拠して作成され

ており、係数は正確であり、予算の執行につきましても適正と認められました。ま

た、各基金はそれぞれの設置目的に沿って運用されており、決算における係数は正

確で、その執行は適正と認められました。なお、決算審査の概要及び詳細は、１ペ

ージから１２ページに亘って記載してございます。その主要な点は、１３ページ第

５むすびで言及しておりますので、こちらで説明をいたしたいと思います。 

１３ページをお開き願います。第５むすびでございます。なお、むすびにつき

ましては記載のとおり読ませていただきます。第５むすび、令和６年度の一般会計

及び特別会計を合わせた決算額は、歳入が４５億４，５４１万４，１７２円で、前

年度に比べ１０億８，６２５万２，２７９円、３１．４０％増加し、歳出が４３億

９，２４２万１８５円で、１３億２，９３０万３，４００円、４３．４０％増加し

ている。 

その結果、当年度の形式収支は１億５，２９９万３，９８７円となっている。

繰越明許費として２８万７千円計上しているため、実質収支額は１億５，２７０万

６，９８７円となっている。前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、一

般会計では９，８６３万７，４３４円の赤字、特別会計では３８万５，６８７円の

赤字、全会計では９，９０２万３，１２１円の赤字となっている。財政調整基金の

積立金５８３円と取崩額３１０万９千円を除いた実質単年度収支については全会

計で１億２１３万１，５３８円の赤字となっている。 

一般会計では、歳入は４５億３，４６０万２，２２４円で、前年度に比べ１０

億８，６８３万３，５２５円、３１．５２％増加している。これは、繰入金、繰越

金、組合債が大きく増加したことによるものである。 

歳出は、４３億８，２６２万７，２８０円で、前年度に比べ１３億２，９４９

万８，９５９円、４３．５５％増加している。これは、消防費が大きく増加したこ

とによるものである。 

特別会計では、歳入は１，０８１万１，９４８円で、前年度に比べ５８万１，

２４６円、５．１０％減少している。これは、繰入金、繰越金、諸収入が減少した

ことによるものである。 

歳出は、９７９万２，９０５円で、前年度に比べ１９万５，５５９円、１．９６％

減少している。これは主に沖縄交流に係る負担金が減少したことによるものであ

る。 

エコプラザもがみをはじめとする施設修繕料については、施設の延命化を図る

上で、計画的な修繕を実施していくことが必要である。また衛生施設は SDGs へ

の取り組みにも関連して重要な施設であり、小学生の見学などを今後も積極的に

受け入れていただきたい。 



広域交流センターゆめりあは前年度と比較し、豪雨災害により鉄道路線が運休

したことに伴い入館者数は減少しているが、様々なイベントや企画を実施しなが

ら施設や地域の活性化を図っており、今後も民間活力を活かし、利用者の利便性を

考慮した施設運営に努めていただきたい。 

組合債残高は、令和６年度末の現在高は、１１億９，２１０万３，７１０円と

なっている。本年度１億２，７８４万２，２３１円の償還をおこない、新たに新消

防庁舎建設事業に係る７億２，２６０万円と７月豪雨災害に係る９１０万円の起

債発行を行ったため、年度末現在高は６億３８５万７，７６９円増加した。今後、

新たに組合債を発行する際は計画的に実施し、健全な財政運営に努めてほしい。 

国際情勢の変動や人口減少等の影響により、国内経済はもとより本組合構成市

町村の財政状況は一段と厳しさを増していることに加え、地球温暖化による気候

変動は不安定さを増し、災害発生のリスクが年々高まっている。最上圏域の安全・

安心の確保を念頭に置き、構成市町村と十分に協議を重ねながら財政負担の平準

化を図り、限られた財源を有効活用し、本組合に要請される共同処理業務の着実な

遂行を希望する。 

以上が、令和６年度一般会計及び特別会計の決算審査の概要並びに意見でござ

います。よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第１３号及び議案第１４号について質疑に

入ります。質疑ありませんか。１７番、坂本健太郎議員。 

坂本健太郎議員 私の方から１点質問ございます。５款１項２目の教育費です。教育研究セ

ンター費になります。ページは決算書で３７ページ、主要施策の成果では４５ペー

ジになります。４５ページの主要施策の成果には、教育研究センターについて記載

がございます。研究センターは昭和４７年に最上の教育水準の向上を目指した教

育研究・研修施設として設立されたということで、これまで長きにわたり、５０周

年を迎えたともありますけれども、長きにわたりこの最上地域の教育水準の向上

に寄与してきたものと考えられます。また、その中で全国の学力・学習状況調査と

いうことで、最上管内、全国でも全国平均からは低いという山形県において、最上

地域、更にその中でも県内においてもそこまでの水準に達していないということ

もありますが、その中でも算数・数学の結果に全国平均との差があるということで、

ここにも記載されております。この前、９月定例議会で、新庄市においてもこの質

問がありまして、その差というものは依然として開いているという状況をお聞き

したところです。それを鑑みまして、今までもこの教育研究センターの中で、算数・

数学の授業もしくは理科教育の授業は先生方への研修など様々してきましたが、

この学力調査においてどのような分析をしているのか、これまでの結果なども踏

まえて回答していただければと思います。 

佐藤卓也議長 髙橋教育研究センター所長。 

髙橋研教育研究センター所長 それでは、今の件についてお答えを申し上げます。学力の結



果につきましては、各市町村ごとの教育委員会の方にそれぞれ結果の方は報告が

されていると認識しております。ここは広域ということで、全体の分という形では

残念ながら分かることはできない状況になっているところであります。ただ、県全

体の結果を見てみますと、今年度におきましては国語、算数においては、小学校、

中学校共、全国平均を下回っているというふうな状況と聞いております。ただ、そ

の中で今年度実施されました理科においては、県内どの地域においても全国平均

を上回っているというふうな結果の方は県より聞いているところでございます。

そういった点を考えますと、地区の教育研究センターにおいて理科の研修等を実

施しているというふうな点では一定の効果は継続的にあってるのではないかとい

うふうなところでは理解しているところであります。 

佐藤卓也議長 １７番、坂本健太郎議員。 

坂本健太郎議員 ありがとうございます。すみません、今の私の認識で理科の教科が全国平

均というか上回っているというところで認識が足らずに、言葉足らずの部分があ

りまして大変申し訳ございませんでした。それでは、科学というか、科学教育の授

業というものが寄与してきたということで、理科については点数が上がってると

いうことだと思います。ただ、国語、算数・数学についてはなかなか追いついてい

ないという事実も現実なのかなと思いました。この算数・数学教育授業、４９ペー

ジの方にも様々な学校訪問指導授業、あと授業力の向上研修などありますが、よく

分からないところがですね、各市町村にも教育委員会がありまして、その中でも指

導主事といわれる先生もおります。最上管内といいますと、教育事務所もございま

して、そちらの方でも授業の内容を指導主事の方が授業を見ているということも

聞いております。各学校においても授業研ということで、授業の研究を様々それは

数学とか算数だけでなくて、全教科においてされてると思うのですが、この教育研

究センターの先生方に向けた授業と、それぞれの研究機関、教育事務所なり市町村

の教育委員会との整合性といいますか、どのような役割分担になっているのか教

えていただければと思います。 

佐藤卓也議長 髙橋教育研究センター所長。 

髙橋研教育研究センター所長 当センターにも研究主事、研究主幹併せて指導主事という

ふうな立場で学校教員を割愛で本事務組合の教育センターの職員として任用して

いる訳ですけれども、そこと県の指導主事、そして各市町村の指導主事等が連携し

て県の研修等で県内の学力、あと指導法などについて連携を取って研修を行って

いるところであります。それを更に各市町村では研修を行っているところであり

ます。当研究センターでは、理科に特化しているというふうな点から小学校の理科

の研修講座３年生から６年生までをやっております。更には中学校の理科講座を

１分野、２分野に分けてそれぞれ年２回ずつ実施しているところであります。更に

は各学校の理科支援というふうなことで授業の中で必要な実験器具であったり、

あとは指導法などについて直接学校に訪問して先生方の支援をしているというふ



うな形で事業を進めているところであります。更に指導案の検討とか、そういうふ

うな相談事がある場合にはオンラインなども含めながら行っているような状況で

ございます。現在はそのような形で理科教育の振興ということで当センターの運

営の大きな柱の１つとして実施しているところであります。 

佐藤卓也議長 １７番、坂本健太郎議員。 

坂本健太郎議員 今のご回答ですと、理科教育というところですけれども、この４９ページ

のところには算数・数学教育の事業というところで、様々な授業があるという認識

でご質問したんですけども、理科のご回答ということで、理科は結果が出てると、

成果が出てるという認識だったので、ちょっと算数・数学のところでお答えいただ

ければありがたかったかなと思います。ちょっと３回目にもなるんですけれども、

この教育研究センター、特に広域でこのように教育を重視してるというのは、他の

広域組合ではなかなかないことだとも聞いております。ここまで最上管内で、皆さ

んのところで教育を重視しているという現れだと思いますので、とても素晴らし

いことだと思います。ただ、それが直結というか、年々その算数・数学という点数

だけを申してる訳ではないんですけども、なかなかその成果として見えづらい部

分があるというのも１つあるかなと思っております。４９ページの下の方にです

ね、４番目の調査研究事業というところで先進授業というものの研究をされてる

ということで、先進地に赴いて、センターの職員の方が行って吸収してくるという

事業もされております。その中でＳＴＥＡＭ教育ですかね、このところにある科学

とかそういうところでの今、最も先端的な授業ということで、注目を浴びている、

そういう教育のところも研究されてるというところでした。何を言いたいかとい

いますと、教育センターの役割として、やはり各市町村の教育委員会と連携する、

教育事務所と連携するというのはもちろんですけれども、そういうところではな

い部分で、力を発揮していただけるということも１つあるのかなと思いました。こ

れからの時代の子どもたちが、これからの能力というものがＡＩの時代とも言わ

れてます中で、どういうふうな算数・数学、そこからの科学的なところという能力

をつけていくということで、実験的といいますとちょっと言葉がふせぎますけれ

ども、広域でやる意義といいましては、各市町村とか、各教育事務所とかではなく

て、この広域だからこそできるところというものがあるんでないかと思うんです

が、いかがでしょうか。 

佐藤卓也議長 髙橋教育研究センター所長。 

髙橋研教育研究センター所長 貴重なご意見大変ありがとうございます。先程の回答に関

しまして、少しずれていて大変申し訳なかったなというふうに思います。地区の教

育研究センターといたしましては、子どもたちの体験活動というものも同時に重

視をしているところであります。理科におきましては、おもしろ科学体験を年３回、

また、子どもたちの科学に関する興味関心を更に引き出すために、最上少年少女発

明クラブ、あとは学校の方に赴きまして、わくわく出前科学講座などを実施してい



るところであります。同時に、昨年度まで９年間予算をいただきまして行いました

算数・数学の事業におきましては、算数・数学チャレンジクラブというふうなこと

で管内の子どもたちを集めて、そして算数・数学とは直接関わりはないんですけれ

ども算数・数学を好きになる、そんな講座を持って昨年度まで行っていたところで

ありました。残念ながら昨年度予算が終わり事業も終わったということで、今年は、

ただ子どもたちの学びを止めないというふうな気持ちで、予算はないんですけれ

ども、算数・数学をおもしろ科学体験や、ゆめりあ科学館などにブースを設けまし

て、年４回程体験の場を設けたところでありました。更には９年間活用いたしまし

た算数・数学チャレンジクラブの備品を、各学校でも同じように再現できるように

マニュアルを付けて貸し出しをする業務も新たに始めたところでありました。先

生方への研修とともに、子どもたちの体験学習を継続することによって、算数好き

の子どもたちを増やし、延いては学力に繋げれば更に良いのではないかなという

ふうな気持ちでいるところであります。 

佐藤卓也議長 他にありませんか。４番、伊藤欽一議員。 

伊藤欽一議員 決算書の２９ページ、３款２項１目のエコプラザもがみに関してでござい

ます。主要施策の成果に関する説明書ですけれども、これの２３ページになります。

２３ページの⑤であります。電気室照明器具交換修繕４６万２千円の修繕額とい

うことで支出されています。それの原因、電気室の照明器具が破損しというふうに

ございますけども、この破損した原因というふうなことに関してお聞きします。 

佐藤卓也議長 渡邊業務課課長補佐。 

渡邊充広業務課課長補佐 それでは、今のご質問にお答えいたします。この電気室の照明に

つきましては、エコプラザの電力を全て司っている電気室が１階にあるんですけ

れども、雨漏りによって電気の方が本当の一部だけしか点かないような状況にな

っておりました。そのため、この電気室が全て暗くなってしまいますと、運転にも

支障がございますし、点検も、足元が暗くて危険な状態があったものですから、電

気の方をＬＥＤの照明の方に変えさせていただいたという経緯がございます。 

佐藤卓也議長 ４番、伊藤欽一議員。 

伊藤欽一議員 ありがとうございます。まず、雨漏りでというふうなことでございます。こ

の効果に関してありますけれども、照明器具を更新することにより、電気室での作

業の安全性を向上させることができたというふうに効果としてあります。このエ

コプラザだけでなくて、色んな施設の中でそういった暗い箇所があるのかなとい

うふうに察します。やはりそういった作業環境の体制が暗かった、そんなことで事

故、怪我等に繋がりかねないような可能性を考えれば、事前にそういったところを

調査して、作業の安全性、効率性を図るように改善をしていくようにしたらどうか

なというふうに提案したいと思います。 

佐藤卓也議長 渡邊業務課課長補佐。 

渡邊充広業務課課長補佐 ご意見ありがとうございます。各施設においては、やはり１つの



このような劣化の状況が大事故に繋がったり、人の命が脅かされたりということ

がございますので、毎年、この大きな施設については包括管理委託の方でプラント

メーカーだったり、委託業者の方に点検の方をさせていただいております。また、

年に２回程、安全点検というのをいたしておりまして、プラントメーカーにおいて

は本社の方から専門の方がきちんと施設の方に来て、点検をさせていただいてお

りますので、今後とも注意して運営していきたいと思います。ありがとうございま

す。 

佐藤卓也議長 他にありませんか。小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 お伺いします。４ページの決算書なんですけども、これ見ますと歳出の不用

額が約１億８００万円程となってます。例年ですと、前年度の決算額が決定した段

階で不用額となった額については広域交流センター費やエコプラザもがみ費、消

防費など、科目ごと精算し翌年度の、本来であればこの定例議会において補正予算

を組んで構成市町村に還元するはずだと思うんですけども、今年度は補正予算が

計上されてませんので、この不用額については各市町村にいつ頃お返しする予定

なんでしょうか。お伺いします。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 １２月議会で補正予算させていただいて、必要な財源等清算させてい

ただいた後に還付させていただく予定としております。 

佐藤卓也議長 ６番、小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 そうすると、この度は計上しないんだけども、１２月の分で計上して、速や

かにそれぞれの規定によってお返しするというような理解でいいんですね。分か

りました。是非、そのように速やかにお願いしたいと思います。やはり当組合は各

市町村の分担金で主に賄っている事業でございますので、その辺を速やかにお願

いしたいなと思います。あともう１点、この成果表の説明なんですけども、先程も

坂本議員が教育センター、教育委員会関係の事業費で大変、学力学習テストは、理

科はずっと県平均並みの学力を保ってるんですけども、算数、国語というのはやは

りずっとこうなかなかレベルアップがしないという現状で、そういうことを考え

ますと、理科がやはりこの教育センターの成功してる事例を基にして、もう少し算

数や国語の方のレベルアップというようなことをしてもらいたいなと思うんでご

ざいますけども、今年度ですか、算数の事業が終わったということで今年度減額な

ってますけども、やはり減額でなくてですね、各分担金でしょうけども、各理事者

の皆さんからご理解いただいて、この辺をもう少し予算的なものを上げていただ

いて、理科のように算数や国語の方をもう少しレベルアップ、援助するというよう

なことお考えならないでしょうか。この決算書の結果から見てなかなか数字が伸

びないと、これは要望ですけども、決算書に関する意見からちょっと外れるかなと

思うんだけども、せっかくの機会ですので、今後に向けてどのようなお考えをお持

ちか、まずお聞きしたいと思います。 



佐藤卓也議長 津田教育長。 

津田浩教育長 ただ今ご意見頂戴いたしました。理科はセンター発足からずっと取り組ん

できて、こういう成果が上がっているというふうな状況でございますが、数学は昨

年度まで９年間予算頂戴して様々な事業を展開して参ったわけでございますが、

なかなかその成果が目に見えて表れなかったというふうな状況でございます。ま

た、国語に関しましては、当センターとしてはまだ取り組んだことがないというふ

うな状況でもございますけれども、この辺りは各市町村教育委員会のご意見等も

頂戴しながら今後について検討させていただければなというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ６番、小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 前向きなご答弁と思いますけども、やはり子どもが少なくなってるんです

ね。大変な事業ですので、やはり少ないからというのではなくて、それなりの子ど

もたちに学力を付けていただいて、次の子どもたちが新たなステージに立ったと

きに困らないというようなことの、地域の子どもたちを育てていってもらいたい

なと思いますので、よろしく今後ともお願いしたいと思います。 

佐藤卓也議長 他にありませんか。１８番、鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 決算書の１１ページ、歳入１款１項１目総務費分担金から教育費分担金ま

での分担金全般についてお伺いしたいと思います。こちらの方に分担金それぞれ

記載されておりまして、構成する８市町村それぞれが支出し、歳入として計上され

ております。区分ごとに見てみますと、負担割合が一定ではないんですけども、こ

ちらの分担金の割合については、どのような基準、考え方でこの金額になっている

のか簡単にで結構ですので、仕組みをお知らせください。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 各分担金につきましては、分担金条例ございまして、事務費ですと平等

割２０％、人口割４０％、基準財政割４０％となっております。あと、処分量など

エコプラザもがみに関しましては維持管理費といたしまして、人口割で２５％、処

理量割７５％などと決まっておりますので、それに基づいた分担金になっており

ます。 

佐藤卓也議長 １８番、鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 ありがとうございます。分担金は分担金条例に基づいている枠がされてい

るということでした。関連して歳出２７ページ、２８ページになります。２款１項

３目、先程小嶋議員も質問されましたが、財政管理費、市町村分担金還付金につい

てお伺いいたします。今、条例に基づいてそれぞれ科目毎、費目毎に割合区分が決

まっていて、負担割合が決まっておりまして、歳入されていると説明を受けました。

こちらの還付金の額についてなんですが、こちらも歳入と同様に各区分の事業費

で生じた不用額の方をその区分毎の負担割合に応じて計算して、各市町村へ還付

しているというふうな理解でよろしいのか伺います。例えば、広域交流センターの



ような、新庄市が８割負担してるような施設も全てひっくるめて還付金を、例えば、

新庄市が何％、残りを７町村で分けるといった一律的な計算をしてしまうと、実際

負担した割合に対して不公平が生じるんじゃないかなと思いましたので、こちら

の計算方法について確認させてください。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 今のご質問あったとおり分担金をいただく割合に応じて、分担金も事

業費毎に按分させていただいて、例えば、ゆめりあの部分でありますと、昨年度新

庄市の還付金２，２００万円程なんですけれども、金山町さんだと８０万円程とい

うふうな形で分担金の方は還付させていただいております。 

佐藤卓也議長 １８番、鈴木啓太議員。 

鈴木啓太議員 ありがとうございます。今年の還付金については１２月補正でされるとい

うことでしたので、こちらも同様に計算して、それぞれの科目毎に計算されるとい

うことでよろしいですよね。じゃあ、そのようによろしくお願いします。その還付

金を財源として各市町村において有効活用したいというふうに考えていることも

想定されますので、よろしくお願いしたいと思います。 

佐藤卓也議長 他にありませんか。８番、寒河江宏一議員。 

寒河江宏一議員 ８番、寒河江でございます。私からは歳入歳出決算書の１９、２０からあ

ります、寄附金についてお伺いしたいと思います。この寄附金については先程説明

ありましたけども、沖縄の方から災害についての寄附をいただいたというような

認識をしておりますけども、その結果として、どういうような使い道をしたのか、

お伺いしたいと思います。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 沖縄中部広域さんからいただきました寄附金につきましては、昨年度

補正予算の際にも説明させていただいたんですけども、２款の排水ポンプの方の

出動費の方に充当させていただいております。 

佐藤卓也議長 ８番、寒河江宏一議員。 

寒河江宏一議員 本当に貴重な寄附金をいただいた訳でございます。そして、私もちょっと

忘れた部分もあるんですけども、排水ポンプ車を配置していると、この排水ポンプ

車についても、管理についても大変な時期だと思いますけども、この災害のときに

使えるような形で管理、運営をしていただければありがたいと思いますし、そして

沖縄に関しても感謝を申し上げたいと思います。 

佐藤卓也議長 他にありませんか。 

（沈黙） 

佐藤卓也議長 他に質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。これより討論に入

ります。ただ今のところ討論の通告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。



これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより採決いたします。はじめに、議案第１３号

から採決いたします。議案第１３号、令和６年度最上広域市町村圏事務組合一般会

計歳入歳出決算の認定については、これに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第１３号は、認定することに決しました。 

次に、議案第１４号を採決いたします。議案第１４号、令和６年度最上広域市町

村圏事務組合最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、これに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第１４号は、認定することに決しました。 

以上をもちまして、令和７年１０月定例会の日程をすべて終了いたしましたの

で、閉会いたします。大変お疲れ様でした。 

 

 

 


